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２０２６年「令和８年春の全国交通安全運動」の実施について 

 

 みだしについて、令和８年春の全国交通安全運動が実施される。下記の重点項目を守り交通

事故防止に一層の努力をすること 

 

「春の全国交通安全運動」 

[期間] 

２０２６年４月６日（月）〜４月１５日（水） 

[事業用自動車等の安全運行の確保] 

運輸安全マネジメントを徹底し、輸送の安全が最優先であるという意識を内部に浸透させ、経

営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上に努めるよう意識の高揚を図

ること。 

 

[交通安全運動の重点目標] 

（１） 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

（２） 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

（３） 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

（４） 二輪車の交通事故防止（地域重点） 

 

「自動車運送事業者の交通安全運動の推進」 

運送事業の運営を適正かつ合理的に行い、運送利用者の安全性及び利便性の向上を図るととも

に、他の交通の安全を確保するよう本運動に積極的・効果的に取り組むこと。 

 

[事業用自動車等の安全運行の確保] 

当社目標・・期間中の運転事故０件、交通違反者０件 

（１）運輸安全マネジメントを徹底し、輸送の安全が最優先あるという意識を内部に浸透させ、     

経営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上に努めるよう意識の高揚を

図るとともに、運行管理者の位置付けを明確にし、地位向上を図り輸送の安全に万全を期する

こと。 
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（２）事業用自動車の安全運行の徹底を図るため、次の事項に重点を置いた取組を推進する。 

 ① 運転者の体調急変に伴う事故を防止するため、「事業用自動車の運転者の健康管理マニ 

   ュアル」（平成２６年４月１８日改訂）に基づき、運転者の疾病等の状況、医薬品の服 

用状況等を把握し、健康状況に異常が認められた場合には運転者を交代させる等、運行 

管理の徹底。 

 

② 過労運転や睡眠不足による事故を防止するため、これら生理的要因が交通事故を引き 

起こす恐れがあることを運転者に理解させるとともに、日々の点呼における疲労、睡眠 

不足の状態の確認や、適切な運行指示書の作成などの運行管理を徹底。 

 

③ 乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作を絶対に行わないよう、また、断 

断歩道において周囲の状況に応じて一時停止または徐行するなど、歩行者優先の徹底。 

 

④ 運転者に対し、妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の悪質性・危険性を周知しその防

止を徹底。 

 

⑤ 子供、高齢者、障害者等に配慮し、歩行者及び自転車利用者の安全確保を図る。 

 

⑥ 飲酒運転の根絶に向けた運転者に対する指導監督を適切に実施するとともに、運行の 

際には、アルコール検知器の使用による酒気帯びの確認を確実に行うなど、厳正な点呼 

を実施。 

 

 

「車両の安全対策の推進」 

（１）次の事項に重点を置いて、適切に点検整備を実施するよう、啓発に努める。 

① 日常点検整備及び定期点検整備の確実な実施 

② 不正改造の禁止 

③ ヘッドライトの適切な整備・調整 

以上 

 

「礼儀正しく、明るく元気よく」 
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